
奈
良
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
議
会
議
長

川

口

正

志

奈
良
県
議
会
規
程
第
三
号

奈
良
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

奈
良
県
議
会
事
務
局
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
七
月
奈
良
県
議
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
章

身
分
取
扱
等

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
身
分
取
扱
）

第
二
十
五
条

事
務
局
職
員
の
任
免
、
給
与
、
旅
費
、
勤
務
時
間
、
分
限
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
身
分

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
知
事
の
事
務
部
局
の
職
員
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で

削
除

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
準
用
等
）

第
三
十
五
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
処
理
等
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
て
は
、

知
事
の
事
務
部
局
の
職
員
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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